
 

滋賀県立図書館協議会委員の募集 
 

 滋賀県では、地域の実情を踏まえ、利用者および県民の要望を十分に反映した県立図書館の運営

を図ることができるよう設置する滋賀県立図書館協議会の委員の一部を、次のとおり公募します。 

 

☆応募資格 

  県内にお住まいまたは通勤・通学されている満１８歳以上（令和 8年 9月 1日現在）の
方とします。 
ただし、国や地方公共団体の議員や常勤の公務員の方および県が設置している他の審議

会等の委員を委嘱されている方を除きます。 

 

☆募集人数  

  ２人以内。応募された方の中から、意見書等を総合的に考慮して決定します。 

 

☆委員任期 

  令和８年９月１日から令和１０年８月３１日までの２年間です。 
 

☆職務内容 

  会議に出席して他の委員の方とともに、県立図書館の運営に関する事項等について意見
を述べていただきます。年間２回程度の会議開催を予定しています。 

・協議会の委員は、この公募で選ばれた委員と学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に
資する活動を行う者ならびに学識経験者、合計１０人以内に委嘱します。 

・会議に出席いただいた時は、報酬および交通費をお支払いします。 

 

☆応募方法 
次の書類を郵送、持参またはＥメールで提出してください。 
(1) 滋賀県立図書館協議会委員応募書（別紙） 

県立図書館のホームページからもダウンロードできます。 
（https://www.shiga-pref-library.jp/） 

(2) 「県立図書館に期待すること」について800字程度にまとめた意見書 
        意見書の様式は特に定めておりません。 

    Ｅメールで提出いただく場合は、テキスト形式、ワード形式またはＰＤＦ形式とし
てください。 

 
☆応募締切  

  令和８年（２０２６年）６月２６日（金）必着です。（午後５時まで） 
 

☆応 募 先（問い合わせ先） 

  〒５２０－２１２２ 滋賀県大津市瀬田南大萱町１７４０－１   
                  滋賀県立図書館 総務課  
         Tel ０７７－５４８－９６９１  Fax  ０７７－５４８－９７９０ 

                E-mail ma31＠pref.shiga.lg.jp 
 

☆そ の 他 

  ・提出いただいた応募書、意見書はお返ししませんので御了承ください。 
  ・選考結果については、８月下旬を目途にお知らせいたします。 
 

https://www.shiga-pref-library.jp/


 

 

別紙 

滋賀県立図書館協議会委員応募書 

 滋賀県立図書館協議会委員に次のとおり応募します。 

ふ り が な 

氏    名 
 性別 年齢    歳 

住    所 
〒      － 

 

連絡先 電話番号 （自宅・勤務先）       －            － 

応募資格 １ 県内に居住        ２ 県内に勤務・通学 

 

 以下の活動経験については、差し支えない範囲で記入してください。 

国・県・市町 

の審議会委員、 

モニター等の 

経験 

名    称 期    間 

  

 

 

 

 

その他の活動の

経験 

名称または内容 年月または期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の留意事項】 

 １ 年齢は、令和８年（２０２６年）９月１日現在のものを記入してください。 
 ２ 審議会には、協議会、懇話会なども含みます。 
 ３ 「その他活動の経験」には、例えば、子育て・家庭教育、地域づくり、人権、男女共同参画などの

活動経験があれば記入してください。      
 
              ※提出された応募書などはお返ししませんので、御了承ください。 


